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1.復 興か ら開発への困難なプロセス

東テ ィモールに関す る報道は最近 目にす ることが少 ない。長引 くイラクの混乱 、

スーダン ・ダルフールの人道危機、イン ド洋大津波 とその復興 などのニ ュースの 中

に埋 もれているとい う面はあるが、東テ ィモールに関す る限 り"Nonewsisgood

news"で あることは間違 いない。東ティモール は国連が介入 した平和 構築 ・維持

活動の成功例 とみなされている。2002年12月 初旬 に失業問題 に端 を発 した元解放運

動兵士 らに よる暴動が発生 したが、暴力 を伴 う大規模 な騒擾 はこれ以外 に起 きてい

ない。2005年4月 か ら5月 にかけて も宗教教育問題 を巡 って教会関係者 に よる反政府

活動が行 われたが、暴力的な展開は見せていない。 国連 の行政 サポー トも順 調に進

み、2006年 には国連の事務所1も 役割を終 える予定であ り、UNDPな どの専 門機 関や

世銀 を含 む国際援助機 関、二国間援助機関に支援活動 の中心的役割が シ フ トしてい

く状況で ある2。

しか し、 この ような復興か ら開発への移行の過程 は、新たな挑戦課題 を東ティモー

ルにつ きつけている。2002年 の暴動の きっかけになった都市部の失業は40-50%に 達

してお り根本的 な解決にはほど遠い。一人あた りの所得(GNI)は460ド ル(1997-2003)

で、アジアの最貧国に位置 し、約4割 の人口が貧 困ライン以下にある。

道路や電力等のインフラの不足はいうにおよぼない。全天候道路 は北岸のディリ ・

バウカウ ・ロスパ ロスの問に1.5～2車 線の道路があるものの、補修 も十分で はな く、

危険箇所 も多い。山間部や南岸の集落 との連絡 は未舗装道路 に大部分 を依存せ ざる

i国連の支援 は2000年10月 か ら2002年5月20ま でUnitedNationsTransitionalAdministrationinEast

Timor(UNTAET:国 連東テ ィモール暫定統 治機構)、 独 立後2005年5月 までUnitedNationsMissionof

SupportinEastTimor(UNMISET:国 連東テ ィモール支援 団)、2005年5月 か らUnitedNationsOffice

inEastTimor(UNOTIL:国 連東 ティモール事務所)が 実施主体 とな ってい る。UNTAETは 直接行政 を行 う

ことが任務 であ ったが 、2002年5月 の東テ ィモ ールの 「独立」移行 後は東テ ィモールの行 政の支援が その任 務 で

ある。なおUNITOLに 関 しては2006年5月 でその任務 を終 える予定であ るが 、行政 、特 に治安維持 とそ のため

の要員の養 成 につい ての 国連へ の期待が高 く、延長の検討が行 われてい る模様。
2国連安全 保障理事会 に提 出された長谷川祐弘UNOTIL代 表の最新報告書 で も

、 一部 の武 装 グル ー プの活動

を除 けば、東 ティモ ールの情勢 は全体 と して平静かつ安定 してい るとされている。

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8484.doc.htm
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を得ず、雨季には通行が困難 となる。電力 も集落 ごとの孤 立 した発 電機 があるのみ

で、全国的なグ リッ ドは存在 しない。郵便 などの基礎 的なサ ービス も確立 してい な

いo

表一1東 ティモールの社会指標

東 テ イモ ー ル 東アジア・大洋州平均
同 地 域

低所得 国平均

人 口 増 加 率%
0.6(97-03)

3.9(00-03)
1.0 1.9

貧 困 比 率(ヘ ッ ド カ ウ ン ト) 39.7 n.a. n.a

一 人 あ た り所 得(GNI)米 ドル 460 1070 440

出生時平均余命 平均/男/女 62/60/64 70/68/71 58/57/59

初 等 教 育 就 学 率% 72 93 77

5歳 未 満死 亡率(1000人 あ た り) 124 41 123

安全な飲料水へのアクセスを有する人口%平均/都市/農村 52/73/51 78/92/69 75/89/70

出所:WorldBank(2005)*東 テ ィモール保健省 発表 数値

厂ゼRか らの出発」 とよ く言われるが、東ティモ ールの場合 にはマイナスか らの

出発 を強いられている。独立時、イン ドネシアに支援 されていた とされ る勢力 に よ

る破壊活動で固定資産の7割 以上が破壊 され、またイ ン ドネシア人技術者、専 門技

能者の引 き上げ によ り、中学教員 は20%し か残 らず、医者 は全国で23人(外 科医 は

1名)、 電力技術者 は2名 しか残 らなかった とされる3。

紛争復興支援 とい うキー ワー ドは耳 目を集 めやすい。 しか し、 それ を乗 り越 え

「開発」の段階に至ると、こん どは 「普通の開発途上国」 として見 られる とい う残酷

な現実が待 っている。「普通の途上国」 として、自らの開発計画を立案 し、実施 し、

成果を挙 げてい くとい うなかで、限 られた国内の リソースを動員 し、 あわせ て国外

か らの支援 を、他 の途上国と競合 しなが ら獲得 してい くとい うのは きわめて困難 な

プロセスである。今の東テ ィモールには、残念 なが ら、それを支 える制度 も人材 も

欠けている。 しか も、石油収入 とい う罠が仕掛 けられている。東 テ ィモールはよ り

困難な段階に達 しているといわざるを得 ない。

2.「 和解」 と 「責任迫及」(政 治状況)

東ティモールを旅 していて、"チ ェ ・ゲバ ラ"の イラス トやTシ ャツに驚かされる

ことがある。これは、東ティモールの独立運動の担 い手が どの ような考 え方 を持 っ

3WorldBank(2005)に よ る
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ていたか を示す ものであるが、1970年 代に青春 を過 ごした筆者 の世代に は、 当時 の

世界情勢が昨 日のことの ように思い出 される。東 ティモ ールのポル トガルか らの独

立4が 、1974年 、ポル トガルにおけるサラザール ・カエ タノ独 裁政権の40年 支配 の崩

壊 とそれに続 く民主革命の中での出来事であ り、ギニア ・ビサ ウ、 アンゴラ、 モザ

ンビークなどの植民地解放 闘争 と連動 していたこと、 そ して東 テ ィモールの独 立運

動を担っていた最大勢力が、アンゴラ、モザンビー ク と同様 に 「左 翼 ・民族解放 路

線」であったことを再認識させ られる。この独立運動 の性格 が東 テ ィモールの運命

に決定的 な影響 を与えたのである。

1975年 はサイゴン陥落の年である。1965年 の9.30事 件以来、共産勢力 との対立 を深

めていたイン ドネシアのスハル ト政権 のみならず、オース トラリア、ASEAN諸 国、

米国そして日本 も東ティモールに共産主義 ドミノの悪夢 を見 たに違 いない。事 実、

米国やオース トラリアな どにおける政府文書の公開な どを通 じて、 当時の 国際 関係

の中での東 ティモールの運命が浮かびあがって来る。東 ティモール政府が設置 した

「受容 ・真実 ・和解委員会(CommissionforReception,TruthandReconcilia七io

n)5」 が とりまとめた報告書が2006年1月 に国連に提出されているが6、 米国のフォー

ド大統領、キッシンジャー国務長官(い ずれ も当時)が1975年 のイ ン ドネシアに よ

るティモ ール侵攻 を容認 していたことを明 らかに してい る。英 国、 フランスな ども

イン ドネシアを支持する立場であった。ASEAN諸 国やイ ン ドネ シアと石油 やそ

の他のビジネスで関係の深 い日本はい うまでもない。

独立時の混乱に多国籍軍の主力部隊 を派遣 し、東ティモール支援のチ ャンピオ ンの

ように一般 にイメージされているオース トラリアであるが、 同報告書 によれ ば1975

年12月 にイン ドネシア国軍が東ティモールを侵攻 した後 の豪州の外 交政策 は 「石油

やガスが豊かなティモール海の(イ ン ドネシアとの)国 境線 の利権 をめ ぐる交渉 を

有利に展開 しようとする野心」の影響を受けていたことばか りではない。1999年 の

国連主導の住民投票に先立 ち 「豪州政府が東ティモールの独 立 を望 まず、 イ ン ドネ

シア領 にとどまらせるため住民投票 を遅 らせ ようと国際社 会 に働 き掛 けていた」 と

も言及 してい る7。

4東ティモールについて 「イ ン ドネシアか らの独 立」 とい うことがよ く言われ るが
、イン ドネシアは不 法 占拠

していたに過 ぎず、正 し くは 「ポル トガルか らの独 立」である。
52002年 以降

、人権侵害 に関す る資料の収集 と和解 の促進に当たって きた2005年11月 に報告書 をグスマ ン大統

領に提 出 し役 割 を終了。2006年1月20日 に報告書が東テ ィモール政府か ら国連 に提 出 され、 報告 書 の内容 の一

部が世界 に報 じられた。
6HeraldTribuneJan

.20,2006そ の他
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東ティモールにとって過去の責任追及 は 「パ ン ドラの箱」 であ る。開発 を進めて

い くためには米 国、 日本 を始め、貿易の依存度が高いイ ン ドネシア、 オース トラリ

ア等 と友好的 な関係 を発展 させていかなければならない。 もし、1975年 以降の責任

追及 を行なえばそれは際限のない連鎖 となってい く。 東京での講演 で ラモス ・ホル

タ外務 ・協力大臣は"NoonehasamOnopolyonvirtuesandsins"で ある こ

と強調 して8、 責任追及 よりも前向 きの国際関係 の構築 に重点 を置 く姿勢 を示 してい

た。それは、現在 の貧困状況や開発のレベルを考 えれ ばまず経済的 な自立が先決 と

い う意味で正 しい。

しか し、それは、米国、豪州、 日本な どとの関係 においては ともか く、侵 略者 で

ある隣国イン ドネシアとの関係では 「政治的に正 しい」 とは言えない。受容 ・真実 ・

和解委員会報告書はイン ドネシア併合下で、虐殺な どによ り少な くとも10万2,800人

が死亡 していたとす る。同報告書 はイン ドネシアによる人権侵害 は 「広範 かつ組織

的だった」 と指摘 し、虐殺、拷問、女性への性的迫害 のほか、意図的な餓死 な どが

含 まれ、人権侵害の85%は イ ン ドネシアの軍 と警察に よる とし、特 に1999年 の住民

投票 で独立派が勝利後、同軍の後押 しを受けた併合派民 兵が数百人 を殺害 した事件

は、同軍幹部の実名 を挙げて責任者 を指摘 している9。 「この ような人権侵害 に対す

る責任 を不問にした上で進める和解 とはいったい何か?」 とい う声が政府 に対す る

批判 になってい る。

現在、人権侵 害を解決 し和解 を進めるために2005年3月 にイン ドネシア と合意 し、

8月2日 に発足 した真実友好委員会1°の役割や位置づけを巡 って議論が行 われている。

イ ン ドネシア側が同委員会 の設立 に合意 したのはそれが 「国際法廷」 に代わ るもの

であるとの解釈 に拠 っている。イ ン ドネシア外務省は 「国際法廷 は不必 要であ り、

その設置にはあ くまで反対する11」という立場 を一貫 している。これに対 し、東 テ ィ

モール国内では 「国際法廷」設置への要求が高 まってい る。 このよ うな声のなか に

7毎 日新 聞2006年2月6日

http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/easttimor/news/200602060rgOOmO30011000c.htnil

eJoseRamos -Horta(2005)p.5

9毎 日新 聞 同 上

ユ゚ 1999年8月 に 東 テ ィモ ール に お い て生 じた と報告 され て い る人権 侵 害 を解 決 しイ ン ドネ シ ア と東 テ ィモ ー ル

の両 国 国民 の和 解 を進 め るた め に2005年3月9日 、 イ ン ドネ シア の ジ ャ カ ル タ に お い て ユ ド ヨ ノ ・イ ン ドネ シ

ア大 統 領 とシ ャナ ナ ・グ ス マ ン東 テ ィモ ー ル 大統 領 が 真 実 ・友好 委 員会 を設 立 す る共 同 宣 言 に署 名 した 。 同 委

員 会 は 、99年 の 出 来 事 につ い て最 終 的 な真 実 を確 立 し、和 解 と友 好 を進 め る こ とを任 務 と す る 。 南 ア フ リ カ の

真 実 和 解 委 員 会 をモ デ ル と して い るが 、 そ の権 限 は 真 実和 解 委 員 会 の よ う に犯 罪者 を訴 追 で き る よ う な 強 力 な

もので は な く、 両 国 国 会 へ の勧 告 に留 ま っ て い る

htt://www.mofa.o.'/mofa°/ress/danwa/17/da_0311.htmlお よ び 「ロ ロサ エ 情 報 」サ イ ト
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は、イン ドネシアのウィラン ト前国防相への訴追を要求す るグループもあ り、彼 ら

にとっては、東ティモールの政治指導者 たちが犯 罪容疑者 と交 渉 し自国の司法 に介

入 してい るものとして厳 しい追及の声が上がっている。 これに対 し、グスマ ン大統

領は 「報告書は、悲劇が二度 と起 きないための教訓 を世界 に知 らせ るのが 目的だ。

犯罪者の懲罰 を必ず しも望 んでいるわけではない」「正義は法廷のみで実現 される も

のではな く、真実 を通 じて、また我が国の複雑な状況 を考慮 に入れた上で実現 され

るものだユ2」だ とし、「国際法廷」 には否定的な立場 を取 りと りつづけてい る。政府

のイン ドネシア との和解路線は、たとえばラモス ・ホル タ外務 ・協力大 臣が第60回

国連総会 で、安保理の拡大 とイン ドネシアのイス ラム教 国代表 としての安保理常任

理事国入 りを望 んでいると演説 した13ことが示す ように、また、スマ トラ沖地震 で も

いち早 く救援部隊 を送 ったようにある意味で徹底 している。

イン ドネシア との関係ではもう一つ火種がある。 それは西部 の国境地帯 や飛 び地

のオエ クシなどで昨年来発生 している東西ティモール問の国境侵犯 や銃 撃事 件であ

る。最近では1月6日 に国境地帯のマ リバ カ近郊で、東 テ ィモール側警察 官の発 砲

によってイ ンドネシア人4人 が死傷(3人 死亡)す るという事件が発生 した。東ティ

モール側 によれば4人 は元独立反対派の民兵で不 法に国境 を越 えようと した もの と

しているが、イン ドネシア側 は過剰 な攻撃であった と して容 疑 を認めず東テ ィモ ー

ル側 に謝罪 を要求 している14。このことが示す ように、西テ ィモール側 に居住す る旧

独立反対派民兵 などの動 きは依然 として緊張 を含 んでいる。

2005年 筆者がデ ィリで聞いたところでは、2005年4月 か ら5月 にか けての教会 関

係者 による反政府デモ ンス トレーシ ョンは決 して教会 関係者全 体の総意で はな く、

一部の急進派に よって指導されたものであるという見方が多か った。全体 としては

東 ティモールにおける和解 プロセスは順調に進んでい る。 これは政府が和解 に重点

を置 き努力 して きた こと、 コミュニティーレベルでの和 解活動が行 われ たこ と、人

口の98%を 占め るカ トリックにおいて 「赦 し」(forgiveness)が 重視 されてい ること

などが大 きい。 また、帰還兵への職 の提供 という目的 も含 めて活動 して きた 日本の

OISCAな どの活動 も役割 として大きいだろ う。

i'Reuters
、7月28日 「ロ ロ サ エ情 報 」 サ イ トよ り

iz「ロ ロサ エ 情 報 」 サ イ トよ り

コ3東京 で2005年9月7日 に行 わ れ た シ ンポ ジ ウ ム で も同趣 旨 を強調
。

14朝日新 聞2006年1月15日
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:・

"Haraikperduamaiamisaユa
,Nuudaramiperduabaemahaloaatami."

「われらに罪を犯す ものをわれ らがゆるすごとく、われらの罪をもゆる したまえ」。

東 ティモールで行われているテ トゥン語 の 「主の祈 り」であ る。昨年、今年 と学生

と一緒に東 ティモールの山中の孤児 院での支援活動 に参加 した。孤児た ちは朝、夕

とよく祈 る。人口の98%を カ トリックが占める東ティモールでは赦す こ とが社会生

活 と精神生活の基盤 となっている。この ような条件があるか らこそ、 国全体 の取 り

組み としてインドネシアとの和解 に取 り組むことが可能になっているものだと思 う。

宗教 の違いを乗 り越えて、このような赦 しがお互いにできるようになれば、紛争防

止や平和構築 も容易になるだろう。

3.「 石油の罠」(経 済状況)

(1)テ ィモール ・ギャップに関するオース トラリアとの条約締結

「東 ティモールのような小 さな国が独立 してや っていけるのか?」 日本の経済界の

人々に聞 くと8割 方 この ような答えが帰って くる。 日本 ではイン ドネシアとの経済

関係 を重視する考 え方が根強い。スハル ト政権下の腐敗 問題 な どに関 して意識の低

い 日本のビジネスマ ンに、東 ティモールへの共感 を期待す るほうが無理 か も しれな

い。ただ し、その ような見方に理由がないわけではない。東 ティモール はコー ヒー

以外 に戦略的な輸出商品 を欠いてお り、一方でほ とん どすべての資本財 、消費財 を

輸入 に依存せ ざるを得 ない。表 一2に 示す ように輸出の対GDP比 は2%程 度であ る

のに対 し、輸入のそれは60%に 達する。これによって生ず る赤字は経常移転(無 償

援助、海外送金な ど)に よってカバー しなければならない。「復興支援」 として世界

の耳 目を集めているうちは公的、民間の資金支援 を集め ることができよ うが、 その

段 階を脱 したあと、今度は持続的な開発 のために資金のみ ならず 、技術 をいかに確

保す るか とい う大 きな課題 を抱えることになる。

前述のように東 ティモールは一人当た りGNP/GNIは400ド ル台であ り、4割 が貧

困 ライ ン以下で生活 し、社会指標 も極めて低 い。人口増加率は2000-2003年 の間3.9%

と世界で も最 も高い水準 に達 してお り、一人当た りの所得 を向上させ貧困削減を図っ

てい くためには、人口増加率を相当程度上回る経済成長率 を達成 しなければな らな

いo
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表一2主 要経済指標(2004、2005年 度 は推計、2006年 度以降は予測値)

単位:百 万米 ドル

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GDP成 長率% 16.6 一6 .7 一6 .2 3.4 2.8 3.ユ 3.1

一人 当た りGNPド ル 470 430
'420

550

輸出GDP比% i.o 2.0 2.0 2.0. 3.0 3.0 3.Q

輸入GDP比% 62.0 ・i! 61.0 56.0 60.0 60.0 59.0

貿易サービス収支 百万 ドル 一273 一280 一244 一212 217 一213 一216

石油収入 5 6 3 28 51

移転収支 百万 ドル 343 314 262 299 286

経常収支 75 40 21 115 121

出 所:WorldBank(2005)

この ような状況の、少な くとも資金面での突破口 となるのが 、東テ ィモ ール海、

通称 「ティモール ・ギャップ」における石油開発である。

ティモール ・ギ ャップとは1972年 、オース トラ リア とイン ドネシアが両国間の大

陸棚の排他的経済水域(EEZ)の 分割に関 し、オース トラ リア85対 イ ン ドネシア15

で確定 しようとしたときに、東 ティモールの部分に関 し、 当時 の宗主国のポル トガ

ルが同様 の解決方法 を拒否 したことによって生 じたEEZの 空 白域 である。イ ン ドネ

シアの東 ティモール侵略後 もオース トラリア、イ ン ドネシア両国間の交渉が続け ら

れ、結局1989年 に85/15の オース トラリアに有利な線引 きで両国は条約 に調印 した。

当時200海 里の大陸棚ルールが優勢 になり、それに従 えば両国間の中間線がEEZ線 と

なるべ きに もかかわ らず、オース トラリアに有利 にな された合 意 は国際的 な批判 を

呼 び、ポル トガルは直ちに国際司法裁判所 に提訴 した。 イ ン ドネ シアは譲歩の見返

りにオース トラリアか ら東ティモール領有の承認を得 たのである。

東ティモールの独立に際 し、国連の仲介があって、 テ ィモール ・ギ ャップのEEZ

線については東ティモール とオース トラリアで再交渉 される ことになった。1972年

/1989年 ラインに固執するオース トラリア との交渉 は長 引 き、 この 過程 でオース ト

ラリアは小 国を犠牲に して利権の確保に躍起になっている として、 国際的な非難 を

浴びることになった。結局、同油 田 ・ガス田か らの資源収入 を半分 に分 ける ことで

双方合意 し、2006年1月12日 、両 国は条約 に調印 した。 同条約 によ り、東 テ ィモー
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ルは油田 ・ガス田か ら金額換算で約100億 ドルの資源を手にすることとなった15。

ティモール ・ギャッ

プ境界 線

東テ ィモール は

バユ ・ウンダン、

サ ンライズ鉱区

を中心 に権益 を

確保 。協 定で領

有権等 は50年 間

凍結。

出 所:htt://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-acific/4604616.stm

この協定 により東 ティモールはバユーウンダン鉱 区か らの天然 ガス を512キ ロのパ

イプラインを通 じてダーウィンのウィッカム精製所 に送 り輸 出する。東京 ガス と東

京電力が毎年300万 トンのガスを今後17年 間買い付ける契約 を交わしているユ6。

この石油収入 は東ティモールの開発 に決定的に重要な ものである。表 一3は2009

年 までの歳入、開発のための資金=統 合 基金(CFET)な どの状況 を示すが、年 間

1,5億 ドルか ら2億 ドルの石油収入 は歳入 の7割 をまか ない、 無償援助 は基本 的に不

要 になる。 さらに石油の生産が ピークを迎える20年 後 以降の備 え として石油基金 で

資金が管理 ・運用 される。石油基金の枠組みも2005年 度に法的な整備が な されてい

る。途上国における石油収入は不適切 な用途へ の流用 、使途 の不透明、紛争 の助長

などさまざまな問題があることから、適切な管理が不 可欠 であ る。現 在、世銀が開

発途上国の開発支援 の手法 として導入 しつつある 「公共財政管理」の手法 に沿 って、

国家予算 の中での統一的な管理がなされ ることになってい る。 この前提 として は政

治システム全般のガバナンス構築が急務であ る。途上 国の石油管理 に関 して はノル

ウェーがノウハウを有 していることか ら、ノルウ ェーが技術支援 を行な う予定であ

る。石油基金の運用 は米国国債 などで行 われることになる模様である。

15産経 新 聞1月12日htt://
www.sankei.co.'/news/060112/kokO83.htm同 石 油 、 ガス 田 の 埋 蔵 量

は石 油 約3億2000万 バ レル 、天 然 ガス 約2600億 立 方 メー トル と見 込 まれ る 。

16http://w
ww.tepco.co.jp/company/overseas/bayu-j.html
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表 一3歳 入額(2006-2009は2006年 度 予算 における中期見込み)
単位:百 万米 ドル

2004 2005 2006 2007 11: 2009

歳入 105.4 306.6 205.6 234.8 232.5 263.7

うち国内 29.2 33.2 36.4 38.6 40B 43.6

うち石油 41.4 242.6 158.7 185.7 181.2 218.6

無償援助 34.8 30.8 10.5 10.5 10.5 0.5

統合基金(CFET) 72.2 78.7 119.5 106.2 112.0 109.6

財政総合収支 33.2 227.9 86.1 128.6 120.5 153.1

中央政府 キ ャッシュバ ラ ンス 62.5 247 0 0 Q 0

石油基金(運 用額) 13.9 63 153 291 424 579

出所:計 画財務省WorldBank(2005)よ り。 一次 デー タの定 義 ・出所 が異 な るため

表一2、 表一3の 数値 は表 面的 には一致 しない。

(2)石 油収入依存 のリスク

これといった輸出産業のない東テ ィモールにとって石油 ・ガス収入は干天 の慈雨

に違いない。 しか し、そこには大 きなリスク=「 罠」が含 まれている。

その最大のものは通常 「オランダ病」 と言われる弊害である。一般的に、20年 間

石油 ・ガスの収入が得 られる とすれば、その間為 替 レー トは大幅 に自国通貨 を割 高

にす る。これは石油以外の他の産業が輸出できるチ ャンス を奪 って しまうこ とにな

る。中東で も東南アジアのブルネイで も産油国で は石油精製 ・石油 化学以外 に これ

といった製造業の発展は見 られない。産業が発達 しない ことは、人材 を育成するチャ

ンスができない ことを意味する。東 ティモールの場合 、 自国通貨 を発行せず米 ドル

を通貨 として使用 していることか ら、為替 レー ト割高の影響の受け方 は他 国 と異 な

るが、現在でも米 ドルの使用 は国内価格 を高め輸出に不利 になっている。今後石油

収入で物価高が進めば、為替切 り上 げと同様の効果 を生 じる。

自国の輸出産業が育たない中で、現在最大の問題 であ る失業問題 を解消 しようと

すれば、公務員 を増や した り潤沢な石油収入 を投 じて開発投 資e公 共事 業を行 な う

等政府部門で直接 ・間接に雇用す るのが もっとも手っ取 り早 い。現 に、産油 国は ど

こで も公共部門の雇用が多い17。産業での雇用機会がなければ公務員 として働 くしか

ないが、それではグローバルな市場経済に伍 していけ る人材 は育たない。低学歴 で

も公務員になれるとすれば教 育に対す る熱意 も薄れてい くだろ う。か くして人間開

17クウ ェー トで は国民の9割 以上が公務員であ る。
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発指数の低い 「資本輸出国」が誕生する。

以上のように、石油収入 は東テ ィモールの人的資本形成(人 材 育成)を きわめて

低い レベルに とどめて しまうネガティブな効果 を持 ちかねない。 これは石油収入が

尽 きた ときに国の未来を危 うくしかねないのみならず 、短期 的に も公共部 門への優

秀な人材の供給 を少な くし、ガバナンスに問題 を生 じる危 険性が ある。 それは、失

地回復 をねらう 「独立反対派」に絶好のチャンス を与 えることになる。 また、 ガバ

ナ ンスに問題のある国に狙 いをつけて資源 を渉猟す る大国につ けこまれ る隙 を提供

するだろう。

東テ ィモールは、実は大 きな危機に立 たされている とい って よい。いか に企業家

精神 を育成するか、勤労の倫理 を確立す るか、自己や子供への投 資 を促 すか、 これ

らの点に今後の順調な発展の鍵がある と考える。その際重要 なのは教 会の役 割であ

る。国民の98%が カ トリックの東 ティモ ールでは、 これ まで も政府や行 政の空隙 を

教会が埋めてきた。文教大学ボ ランティアーズが毎年訪問す るバ ギア村 で も、教 育

の中心を担 っているのは教会である。東テ ィモールに比較的大 きなプ レゼ ンス を有

す るカ トリック ・サLジ オ会 は各所 に ドン ・ボス コ職業訓練校 を運営 し人材 育成 に

つ とめてきている。東ティモールは国家 としては世俗 的な国家であ ることを謳って

いるので、カ トリックを開発計画の中に組 み込むの は難 しい し、現 に開発行 政 とカ

トリックの間には緊張も見 られる。 しか し、これ までカ トリックが果た して きた役

割 は、大 きな資本ス トックとして考 えるべ きであろ う。

3.変 化する学生ボ ランテ ィアの役割

文教大学 では2002年 か ら2005年 まで連続 して学生ボ ランテ ィア(文 教 ボラ ンテ ィ

アーズ)を 東テ ィモールに派遣 してきた。特 に、東部バ ウカウ県 のバギア村孤児 院

の支援 を中心的な活動 と位置づけ、これに付随 してバギア村周辺 での植林、村落 の

清掃、か まどの改善などの活動 を行 って きた。植林活動 はOISCAの 協力 で行 って き

ているが、OICSAの リキシャ研修センターにおける実習 ・体験 、マ ングローブ植林

な どもあわせて実施 してきた。

2002年 にボランティア活動 を開始 した時のバ ギア村孤児 院の状況はかな り厳 し く、

施設 も荒廃 し、子供たちの生活条件(食 事、衛生等)も 悪 く、 まさに支援が必要 と

される状況であった とされる。筆者 は2004年 、2005年 の2年 間現地に赴いているが、

食事 も内容 こそ豊富ではないものの事欠 くような状 況ではな く、 また衣類等 も最低

限の ものは入手で きている状況になっている。現 在で は8割 以上が片方 ない し双方

の親が健在 であるが経済的 な理 由で孤児 院に預 け られているケース となってい る
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(正確 な数字は、個人の事柄 に立ち入 って聞 くことが困難であることもあ り把 握で き

ていない)。

ボランテイアーズでは学内や茅 ケ崎駅頭等での募金 活動 で得 た資金 や現 物 で寄付

のあった物資 を持参 して提供 している。物資(学 用品、楽器 な ど)は 子供 た ちに歓

迎 され、孤児院を管理する現地の教会 関係者(教 区神父)に 託 した年500ド ル のフ ァ

ン ドの寄付 について もたいへん感謝 されている。孤児 院での衛 生知 識の普及活動や

布団干 しな どの清掃 は孤児の衛生状態や生活環境の改 善、関連す る知識の普及 に貢

献 してい ると評価 される。

しか し、開発 のプロフェッシ ョナルな視点か ら見 る と、い くつかの問題点 も指摘

できる。第一に物資の提供が本 当に子供 たちに歓迎 されているか どうか、 それが孤

児 たちに とってプラスの効果 を持 っているか どうかを検証することが難 しい。 また、

ミスマッチの可能性 もあ りうる。孤児院には他の支援 団体が持 ち込 んだ と思 われる

物品が不良在庫 となっている。2005年 の訪問では、大量 のラジオ受信機や小型発 電

機が放置 されているのを見つけた。前者 は孤児 たちに とって は高価 な乾電池 を入 手

できなければ使用す ることはで きないし、後者 は村落 のディーゼル発電機 が夕刻 数

時間稼動で きれば特に差 し迫 って必要な ものではない(孤 児 は夜更か ししない)。 い

ずれも善意の意図が所期の効果 をもた らしていない。古着類 も大量 の寄付 があ り、

2004年 の時点では保管場所 に苦慮す るとの教 区神父 のコメン トがあった18。この よう

な寄付行為 は紛争 中や収束直後の短期 間であれば支援 としての効果 は大 きいが、 中

長期 にわたって継続すると、援助依存の心理状態を生み 出 し、 モノを大切 にしな く

なるなどの副作用 もある。

物資の提供が果た してニーズに合致 しているか どうか疑問 となって いる一方で、

500ド ルのファン ドはたいへん歓迎 されている。しか し、「カネに色 はついていない"

moneyisfungible"」 のであるか ら、「学用品その他子供たちの教 育費 に使用 しま

した」 という使途報告 を受けて も、それ をそのまま額面 どお りに受 け取 るわけには

行かない。教育費以外に どのような項 目に どのように資金 が使用 されてい るか を含

め支出の全体像 を確認 しなければ、その真 の効果を把握す るこ とはで きない。 この

問題は今、援助 において世界的な議論になっている 「プロジェク ト支援」 か 「財 政

支援」か、「開発 リスク」 と 「信託(fiduciary)リ スク」 をどうマネ ジメ ン トす るか

とい う論 点その ものである(そ の超 ミニ版ではあるが)。

18「マーケ ッ トで売 って孤児 院の運営費や子供 の教 育費に充てる」というのが現実 的な選択肢 であ るこ とを否

定で きない。
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村落における支援活動 に関 しても問題がある。か ま どの改良 は継続的に使用 され

ていることを確 認できたが、熱効率 よりも炉口数 を重視 してデザイ ンは変 更 されて

いた。ネッ トの残存価値 は提供 したコンクリー トブロックの分 しかない。植林はもっ

と問題が多 く、前年 に実施 した植林 の生存率はほとん どゼ ロに近 い。 これは植林活

動その ものが啓発活動 として行 われた という事情 もあ るが 、有効 な植林計画 の実施

の前 には、住民 と十分 に土地利用計画について議論 を し、負担 と資 源の利用 につ い

て十分合 意 し、住民が主体性(オ ーナーシップ)を もって取 り組め るようなプロジェ

ク トのデザインに しなければ持続性の確保 はできないことはい うまで もない。

前節 でも述べた ように、和解のプロセスが進み、石油収入 に よって資金 をまか な

える状況(資 金援助が不要 な状況)下 では、ボランテ ィア とはいえ ども物資や資金

の提供 による支援 は早晩役割 を終えるこ とになるだろ う。 また、参加 してい る学生

の問からも 「現在の活動 は現地のニーズ に合致 しているのか」「自己満足のため にボ

ランティアを行 っていないか」 などの反省的意見が強い。 まず は、現地のニーズ を

より的確 に把握 することが必要である。その前提 に立 って、東 ティモ ールの置かれ

た状況を考 えると、今後、もっとも必要 になって くる と思 われるのは、知識 、技術

そ してモラル、心的なケアの援助 ではないか と思われる。

このうち学生ボランティアの心的ケアの部分には大 きな役割 が引 き続 きある。東

テ ィモールでのボランテ ィア活動に則 していえば、「紛争や貧困に打 ちひしがれた子

供たちや住民に、彼 らの苦 しい経験を理解 し共有 しているとい うメ ッセージ19」を伝

えることである。「東ティモールの山奥の孤児 院には年 に一度訪ねてきて くれる文教

ボランティアーズのメンバーの名前 を覚 えている子供 たちが何 人 もいる。訪 ねて く

る学生は毎年代 わっているものの、子供たちは前年 に来た人たちの名前 を挙 げ、 さ

らにまた新たな訪問者の名 を彼 らの記憶の人名録に刻 んで、世界 とのつなが りを確

認 しているのである列。これは、子供たち と年齢が近い学生だか らこそ果 たせ る役

割である。

上記 を柱 として付加価値 を高めてい くのであれば、従 来か らのボ ランティア活動

の枠組み に必ず しもとらわれずに、柔軟 に東ティモールの変化す る状況 に即応 して

い くことも必要 となろ う。また、学部、大学 院を問わず 「国際協力」 を学ぶ学生が

い る以上、開発 に関するフィール ド(現 場)で の体験学習 は不可欠である。 これ ら

19中村恭 一教授 「文教大学国際ボ ランテ ィア活動5周 年 一先駆的活動 を支えて くれた多 くの理解者」 文教 ボ ラ

ンテ イアーズ2005年 報告書..

20同 上

一57一



の点に鑑 み、筆者 は次のように今後の方向性 を考える。

(1)地 元のニーズを把握 し、持続性ある活動内容 としてい く。具体的には参加 型

の開発手法 により地元(例 えばバギア村)の ニーズ とリソースの賦存状況 に

応 じた計画作 りを支援する。 この中で例 えば植林 は生活改善のプログ ラム を

地元の主体性(オ ーナーシップ)を 尊重 しなが ら実施する。ただ し、 このた

めにはコミュニケーシ ョンの問題があ り、通訳ができる人材 の確保、 学生の

側で も最小 限の現地語のスキルが必要である。

(2)現 地の開発行政 と連携 を深める。東 ティモールはこれまで開発行 政が不在で

あったか らこそ、さまざまなNGO、 ボランテ ィア団体 が活動 を許 されて き

た面があ る。 しか し、貧 困削 減戦 略(PRSP=東 テ ィモ ールの場 合 に は

NationalDevelopmentPlan)が 国の基本 方針 とされ、そ れに向 けて開

発行政が整備 され、開発予算が公共財政管理の枠組みの中で統一的 に管理 さ

れるようになる中で、NGOや ボランティアが 「飛 び地(enclave)」 として活

動 することが難 しく、あるいは不適切 になってい くものと想定され る。全体

との整合性 を確保すること(ア ライ ンメ ン ト問題)へ の配慮は不可欠であ り、

現 地の行政 と協力 して事業を進めている現地NGOと の連携が望 ましい。

(3)日 本 と現地の知識の連携。これ まで も生活改善や衛生指導な どで 日本 の経験

や知識がある程度役にたっている。今後 は、前節で述べた ような石油 収入 に

よる人的スポイルの リスクがあることに鑑み、 日本において従来か ら共有 さ

れていきた知識 としての、働 く喜び、モ ノを大切にす ること、環境にや さ し

い生活技術 な どをコンテ ンツとして重視 してい くべ きである。この プロセス

で 日本のローカル ・ナ レッジの体系化 にも取 り組 んでい く必要がある(学 生

が 出身地の生活の知恵な どを出 し合 うことも推奨 される)。

(4)最 後に、上記一連のことを、授業の外の活動 とす るのではな く、 国際開発協

力 における実践 的なスキルの習得の実習 として、学部、大学院の授業の 中に

組 み込み、教育 ・研究 ・実践のシナジー効果の発現 を目指 してい くべ きであ

ると考える。
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